
意見等 回答（懇談会当日）

1 町長が公約に掲げた道の駅の進捗状況を伺いたい。

  道の駅については以前一般の方にも入っていただいた検討委員会において、将来の負担にならないことを前提に進めましょ
うと答申をいただいたのが平成27年頃でした。その答申に基づいて以来町内部の研究会を立ち上げまして、研究を進めまし
た。今のところ具体的な構想までは至っておりませんが、今回町では構想を作っていくため新たな検討会を立ち上げること
を考えています。候補地等はある程度いろいろな条件を検討した上で絞られてきましたので、これからの検討会の中で徐々
に具体化させていくとともに、皆様にお知らせしていければと考えております。

　今まで１０年程度、職員だけの研究会にていろいろな道の駅を年に1回は見学してきました。昨日も国土交通省に行ってま
いりました。国の考えも直売所だけに限るという第1ステージから今は第4ステージのいろいろな機能を兼ね備える、例えば
防災のステーションやキッズランド等地域の活性化にあたる様々な要素が加わってきておりますので、改めて検討委員会を
立ち上げまして、そこでもちろん町民の皆様のご意見を伺いたいと思っております。そのため1年以内にできますよ、とかと
いうことでなく、検討委員会の中で内容を揉んでいっていただきたいと思っております。栃木県で道の駅がない町は上三川
町と野木町だけですが、町の発展、未来にとって皆さんに共有できる何らかのプラスをしっかりと捉えながら、検討委員会
の中で進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
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　工業団地の用水路の草をだいぶ綺麗にしていただきまして大変ありがとう
ございました。私はウォーキングコースとして、利用しますが綺麗になりま
して大変ありがたく思ってます。
　公園のトイレの問題ですが、公民館のトイレが綺麗になりまして非常に使
いやすくなりましたが、あじさい公園や運動公園、町の運動公園のトイレが
全部和式なんですね。
　特にあのテニスコートの奥のトイレはかなり薄暗くて、和式で女性や子供
も幽霊がでそうで嫌だって、我々もジュニア教室をよくやるんですけれども
なかなか使えないということで、何とかあの事務所の脇で用を足してもらっ
てるんですけれども、中には大会の際、野木はトイレが使えないから嫌だと
大会の参加も拒まれるようなところもありますので、極力早めにせめてウォ
シュレットでなくても洋式トイレを導入できないか。予算の問題もあると思
いますが、住民の皆さんが野球やサッカーの大会で集まる際、非常に困って
ますのでぜひ早急に改修をしていただければと思いますのでよろしくお願い
します。

　町の運動公園につきましては、お話があった通り今の多目的トイレ以外は和式になっております。他からもそのようなご
要望が多数ありましたので、担当としましては、何基かずつ洋式化にしようと思っており、現在来年度の予算に上げており
ますので、予算が付いた際には、順次洋式化にしていければと思っております。

【後日回答】
　令和７年度予算で運動公園トイレ改修工事（洋式化）を実施いたします。

3 　現在の防犯カメラ関係の設置状況等を教えていただければと思います。

　防犯カメラですが、町が設置しているのは駅前の東西のロータリーのところです。また他には各公共施設等、一部学校の
方にもついておりますが、現在街路等にはついておりませんので、今後はつけていくような方向で検討しているところでご
ざいます。
　なお、今年度から各自治会あるいは区の方でつけたい場合、補助金を出す制度を、この4月から作りましたのでご要望があ
りましたら、ご相談いただければと思っておりますのでご協力のほどよろしくお願いします。
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　運動公園の脇の道路を工事していますが、あれは新4号に繋がる道路の工事
なんですか。開通予定はいつごろですか。

　新4号アクセス道路を現在工事しているところでございます。開通予定については、古河市の事業でございますが、約2年
ほどを目処に動いております。古河市の予算の中で実行しており、古河市で国庫補助を入れながら整備しておりますので時
期が確定しましたらまた議会を通して皆様にもお伝えしていきたいと思っております。
　予算につきましては古河市と町で半分ずつ出して執行しており、その関係で古河市も急いでやっていただいてるところで
ございます。古河市も町の方から半分出していただいているということで優先的にやっていただいているところですが、や
はり国庫補助のつき具合もありますので、なかなか早急とは言えないですが、できるだけ優先的にやっていただいてるとこ
ろが現状でございます。

令和６年度　中谷区町政地区懇談会　ご意見要旨

令和６年11月２２日（金）1７時３０分～　中谷生活センター
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　思川左岸の土手の工事の範囲とどのような工事を行うのか概要を知りた
い。例えば下流だったら、松原橋から下水処理場、例えば野渡橋あたりまで
いくというのはあるのか。

　思川の左岸の工事ですが、松原大橋がございまして、松原大橋から上流に向かって堤防がない地域があります。そちらが
友沼橋の少し手前ぐらいまでのお墓の辺りまでですが、まずはそこを国の方で整備するということで今進めております。
　現状の進捗ですが、今年度は文化財の発掘作業をしているところでございます。その調査が大体今年度中に終了し、令和7
年度から約2ｍほどの高さを上げて築堤していただく計画となっております。その後、松原大橋から下流の方ですが、そちら
は町の方で国または県に要望をしてまして、上流が終わりましたら下流の方を同じように築堤していただいて、まずは思川
からこちらに流れ込まないような、水が越水しないような形で進めていきたいということで、引き続き国の方で事業を進め
ていただいているところが現状でございます。
　松原大橋から野渡の方は、やはり右岸からしますと、若干ちょっと低い堤防ですので、同じような高さで上げていきたい
と今要望しているところでございます。
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　ごみの話だが、農村地帯なので、田んぼにペットボトルをやたら投げ捨て
られる。耕作者がそれを拾ってごみ袋に入れてるが、今度のごみ袋になると
燃やすしかないごみということで、ペットボトルは入れられなくなってい
る。誰が飲んだかわからない拾ったペットボトルなので、中身を出したり、
ラベルを剥がしたりしないで、そのまま入れて可燃物で出していたが、次か
らどうなるのか。

　今のところ移行期間のため指定ごみ袋ではない場合でも出せる状態ですが、令和7年4月以降には、そのペットボトルにつ
きましては指定ごみ袋という形になってきます。あまりにも汚れがひどいとか、そういったものについてはそのまま可燃ご
みの形になります。
　今後その地域のごみ拾いの関係については、4月以降は指定ごみ袋の配布を考えておりますので、大変恐縮ではございます
が、指定ごみ袋を使用いただくことで、ご協力いただきたいと思います。
　基本的には水で濯いでいただき、ごみ袋で出していただきたい、あまりにも汚れがひどい等状態が悪い場合は可燃ごみで
お願いしたいと思います。再度詳細については持ち帰りまして、担当と話をしながら連絡したいと思います。

【後日回答】
　現在、不法投棄されたペットボトルは、汚れや破損がひどいものもあり、リサイクルに適さないものもあるため、可燃ご
みとして処理しております。
出し方は、ラベルは剥がさなくても大丈夫ですが、中身の入った物は、中身を出して頂きますようお願いします。もやすし
かないごみ指定袋移行後も、同様の対応でお願いします。
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　私が一番心配してるのは、公益通報制度であるが、やはり町として考えて
おく必要がある。

　公益通報制度は外部通報制度と内部通報制度があり、町や各自治体、企業等も公益通報制度を適用してます。公益通報制
度は通報をした人を守る制度なので、出た場合には必ず守るべきであるため、町とても慎重に注意して運用していきたいと
考えております。
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　行政においても費用対効果を念頭に置かれて業務遂行されているのでしょ
うか？ゆーらんどは元々は野木町内にゴミの焼却場を作るというのが発端に
なったわけです。当時町内で出たごみを固形燃料としては町民の皆さんの健
康福祉のために建設したゆーらんどの燃料にしていたわけですが、計画通り
にいかず、化石燃料を頼るような流れになってきました。
　利用者の関係もあったと思うが、ゆーらんどは、今後どうするか、検討し
ようということで、我々はそこまでよく理解してるんですが、その後どう
なったのか伺いたい。

　ゆーらんどの現状ということで、先ほどおっしゃられた通り、そういった流れがあり、昨年の7月に指定管理事業者の撤退
の流れを受けて、昨年度は検討委員会を立ち上げ2回実施したところでございます。今年度も検討委員会2回ほど開いており
ます。
　実際にはゆーらんどの在り方、そちらについては利活用も含めた形で、今検討しているところでございます。まだ素案的
な形でございますが、その検討委員会の中で町への答申という形で内容等を詰めているところでございます。はっきりこの
場ではいつ頃と申し上げられないですが、今年度中にはその検討委員会より答申を受けまして、町もその答申を受けながら
判断していきます。
　費用対効果の考えは、町としての考えの中では切り離せない部分でございますので費用対効果も考えながら、あとは外部
の検討委員様に在り方や利活用を含めた形で現在内容を詰めて頂いている状況でございます。

9 　エニスホールの使用率はどうなっているのか。金銭面、あるいは稼動率は
どうなっているのか。

　エニスホールの関係ですが、現在エニスホールの稼動率は会議室等も入れまして、全体として4割程度であり、大ホール小
ホールにつきましては約6割以上の稼動がございます。また公益財団法人から直営になり今年で5年目ですが、直営になって
関係機関や、特に小中学校の施設を利用する際の方法がスムーズになり多く利用されております。
　また、イベントの開催も直営になりまして企画がスムーズに運営されております。金銭的な観点から見ますと公益の頃と
直営では、歳入歳出はそれほど変わっておりません。
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　ひまわりフェスティバルは町を挙げた壮大なイベントであると理解してる
が、いわゆる行政が関係する人的あるいは金銭面で膨大な経費がかかってい
ると思う。
　理由は以前は徴収していなかった駐車料金であり、いくらかでも穴埋めし
ようという考え方で駐車料金取るようになったのかなと。お金をかけた割に
はメリットがないと最近は見ているが、この辺はどうなのか。今即答されな
くても結構ですから、何らかの形でオープンにしていただきたいなと思う。

　まず初めに誤解のないようにご説明をさせていただきますと、ひまわりフェスティバル自体は町が単独で運営している事
業というわけではございません。町、商工会様や農協様、工場協会様等が参加していただく形で、実行委員会が主体となり
開催しています。
　町は補助金を出す、事務局を担う、あるいは人を出すというような関わり方をしています。実行委員会で収支予算を組ん
で毎年実行しており金銭的なことについて申し上げるなら年々厳しくなってきております。これは物価上昇もありますし、
近年の暑さ対策などにお金をかけなければならない等様々な要因が重なって運営についてはかなり厳しいのが現状です。そ
れに対応する手段の一つとして、実行委員会の話し合いの中でも様々な意見がありましたが、駐車場については、有料にし
ましょうとなったのが一昨年からです。
　イベントのメリットは目に見えにくく分かりにくいですが、町としてはメリットがないとは考えておりません。対外的な
PRになりますし、野木町に親しんでいただくことによって、例えば移住をされる方等が出てくればよいというような考えも
あります。
　また、参加していただいている団体や商店等についてはかなりの利益が出るといったこともありますので、町としては
様々なメリットがあるという考えで運営に携わってますので、ご理解をいただければと思います。
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1 運動公園のトイレの改修について
　・３ヶ所あるがすべて和式で利用者が困っている（特に高齢者は）
　・特にテニスコートの奥のトイレは薄暗く女性や
　　子供は怖くて使えないとの声がある。
　・早急に改修してほしい。町民としてはずかしい。

【後日回答】
　ご質問No2の回答とさせていただきます。

懇談会後のご意見【原文ママ】

11

　エニスホールの名称の変更について。日東工業に今度なると思いますが、
なぜ名称の変更をしなくてはならないのか。具体的には、例えばどういう名
称になるのか。

　町の税収以外の収入の確保も町を運営していく上で今後必要になってくるという形がございます。
　その一環として、様々な自治体で取り入れているネーミングライツ事業を創設いたしまして、エニスホールだけではな
く、公園等の様々な公共施設に名前をお貸しして、そのいただいたお金で管理運営などの費用に充てていくということで、
始めました。正式名称が変わるわけではございませんので、愛称として使わせていただくものでございます。
　エニスホールという名称を使用することを条件として募集をかけさせていただいて、審査委員会を通しまして、愛称とし
て使わせていただくということでネーミングライツ料をいただいている次第でございます。

　どの自治体もふるさと納税等に創意工夫を加えており、例えば、小山市などはティッシュペーパーのパッケージを押入れ
に入るくらいにして、30億円ぐらいふるさと納税寄附額が増えました。野木町の企業におきましても、職員がいろいろ考え
て、様々な商店等に対しプレゼンしております。町内の企業には本当に栄えてもらいたいですし、促進してもらいたい想い
があります。そういうこととともに、ネーミングライツという事業があり、例えば古河市のヤクルトはなもも会館、栃木市
におきましては岩下の新生姜文化会館になっております。また、県営ですが、宇都宮のカンセキスタジアム等、日本中がそ
のようなトレンドになっております。野木町も今政策課で一生懸命ネーミングライツを募集しておりますが、手を挙げてく
ださったのが日東工業です。日東工業エニスホールという提案がありまして、庁内で審査委員会を開きました。東部工業団
地の本当に優良な企業であり、愛知県の長久手本社で地域貢献を一生懸命したいと、100万円の年間ネーミング使用料で提
案したところ120万で契約したいということで4年間そういう枠組みになりました。
　その他あと一つ提案を審査中ですので、そのうちお披露目になると思います。企業としては日東工業というのが外せない
ということでそのような結果になりましたのでご理解いただければと思います。

【後日回答】
　町政地区懇談会後の令和６年１２月に、日鉄建材（株）と総合運動公園の愛称を「のぎ日鉄建材ＰＡＲＫ」としてネーミ
ングライツ契約を締結しております。
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